
2020年 4月 13日 

 

各位 

 

ワタミ株式会社 

 

株主様ご優待券の有効期限延長に関するお知らせ 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2019 年 11月に発送いたしました「株主様ご優待券」の有効

期限を、下記のとおり 2カ月間延長することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

１）対象優待券 

2019年 9月末権利確定 2019年 11月中旬に発送分の「株主様ご優待券」 

 

２）有効期限 

（現在の有効期限）  2020年 5月 31日まで 

（延長後の有効期限） 2020年 7月 31日まで 

※6月 1日～7月 31日の期間は、当該「株主様ご優待券」と 5月発送「株主様ご優待券」の併用可 

 

３）株主様ご優待券使用可能店舗 

 

 
 

 

なお、6月 1日より下記の業態では、フランチャイズ展開をしていることから、 

「株主様ご優待券」がご利用いただけなくなります。ご了承ください。 

「から揚げの天才」 「bb.q OLIVE CHIKEN cafe（オリーブチキンカフェ）」 「しろくまストア」 

「手打ちつけうどん めんこや」 「初代にぼ助」 「二代目にぼ助」 
 

また、「ワタミの宅食」のお弁当・お惣菜のご購入の際にも、有効期限を延長した「株主様ご優待券」をお

使いいただくことができます。（※「ワタミの逸品」のお申し込みにはご利用いただけません） 

 

今後とも更企業価値の向上に努めて参る所存でございますので、引き続きご支援を賜りたく重ねてお願い

申しあげます。 

 

【外食店舗の休業や営業時間に関するお問い合わせ】 

0120-189-446 （受付時間 9:00～19:00／土日祝日も受付可） 

携帯電話からは、03-5737-9446 までお願いいたします。 

 

【報道機関からのお問い合わせ】 

広報部 TEL : 03-5737-2784 E-mail : press@watami.net 

https://wangsgarden.jp/
http://robataya-ginmasa.jp/
http://www.watamifoodservice.jp/

